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粗大ごみ及び特定粗大ごみの環境センター搬入時における 
処理手数料の見直しについて 

 

１ 目的 

粗大ごみ（50㎝以上のもの）の処理手数料については、厚木市廃棄物の減

量化、資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年条例第４号）第29条第

１項別表に基づき、市が戸別に収集した場合は500円（特定粗大ごみは1,000

円）、環境センターへ搬入した場合は300円（特定粗大ごみは600円）と定め

ております。 

しかし、環境センターへ搬入した場合について、過去３年間の処理点数の

平均から１点にかかる経費を算出したところ、500円を超える経費がかかっ

ており、また、搬入に対する処理は一部の者（車等の所有者）へのサービス

であることから、公平性に欠ける面もあるため、令和３年度から環境センタ

ーへ搬入した場合の粗大ごみ及び特定粗大ごみの処理手数料を、戸別収集し

た場合の手数料と同額に改定するものです。 

 

※  特定粗大ごみとは、各辺の長さの合計が300センチメートル以上の物で、 

たんす、ベッド枠、ベッドマット、食器棚、書棚、サイドボード、物置等 

 

２ 粗大ごみを搬入した場合の経費等 

 (1) 委託費等 

経  費  別 金 額 

粗大ごみ等受入業務委託 58,181,200円 

ごみ処理手数料徴収収納事務委託 3,773,000円 

使用車両費（２t塵芥車５台） 18,900,000円 

計 80,854,200円 

  ※ 車両費：２t塵芥車１台3,780,000円/年（法定耐用年数３年） 

 (2) 処理点数（過去３年） 

年  度 点 数 

平成29年度 133,168 

平成30年度 141,055 

平成31年度 145,867 

平  均 140,030 

  ※ 特定粗大ごみを２点として換算 

(3) 粗大ごみ１点当たり処理経費（①÷②） 

① 

② 
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   577円 

３ 粗大ごみの戸別収集にかかる経費等 

 (1) 戸別粗大ごみ収集点数（過去３年）  

年  度 点 数 点数/週 点数/日 

平成29年度 27,218 534 107 

平成30年度 28,383 556 111 

平成31年度 27,845 546 109 

平  均 27,815 545 109 

  ※ 特定粗大ごみを２点として換算 

  ※ 年51週として換算 

 (2) １日当たり粗大ごみ収集人数・車両台数 

   ４人（現業員２人（運転員）：時間単価2,372円（H30年度ベース）） 

     （会計年度任用職員２人（補助員）：時間単価1,288円） 

   2t深ダンプ・2t塵芥車（プレスパッカー） 

 (3) 粗大ごみ１日当たり単価 

  ア 収集員：２人（運転員）×2,372円×7時間（収集時間）＝33,208円① 

        ２人（補助員）×1,288円×7時間（収集時間）＝18,032円② 

    ※ 7時間＝8:30～16:30（休憩1時間） 

  イ 使用車両費：塵芥車15,000円/日（１月を21日として換算）③ 

          深ダンプ7,800円/日（ 〃 ）④ 

 (4) 粗大ごみ収集経費（①＋②＋③＋④） 

   74,040円/日 

 (5) 粗大ごみ１点当たり経費（Ⓑ÷Ⓐ） 

   679円 
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Ⓑ 
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４ 処理手数料 

 （現行） 

粗大ごみ 特定粗大ごみ 

搬入 戸別 搬入 戸別 

300円 500円 600円 1,000円 

 （改定後） 

粗大ごみ 特定粗大ごみ 

搬入・戸別 搬入・戸別 

500円 1,000円 

 

５ 処理手数料を改定した場合の収入増 

  300円から500円に改定するため、200円増になり、 

  200円×140,000点＝28,000,000円の収入増になると予想されます。 

  ※特定粗大ごみを２点として換算 

 

６ 処理手数料改定後の経費等 

  手数料を同額にした場合、搬入する市民は減り、戸別収集が増えると考え

られます。仮に５％搬入量が減ると想定した場合（140,000点の５％＝7,000

点）、１点当たりの経費は以下のようになり、搬入した場合と戸別収集した

場合の経費の均衡が図られます。 

 (1) 搬入した場合の１点当たりの経費 

   年間点数約133,000点：607円 

 (2) 戸別収集した場合の１点当たりの経費 

   年間点数約35,000点（137点/日）：540円 

 

７ スケジュール 

 (1) 市民参加手続等 

  ア 環境審議会 ７月３日（金） 

  イ アンケート（無作為抽出3,000人） ７月下旬～９月上旬 
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  ウ パブリックコメント ９月上旬～10月上旬 

 (2) 議会上程 

 12月定例会議 


